
                              

令和６年１１月１５日
   関 係 各 位

                                
                                                            山口県ソフトテニス連盟

長門地区審判等級制委員
藤田 映介

                                                                    

            ソフトテニス審判講習会の開催について（ご案内）

     時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
     さて、令和６年度山口県ソフトテニス連盟の事業の一つとして、審判講習会を
     下記のとおり開催いたします。関係者への周知徹底方よろしくお願いいたします。

                      記

  １．趣  旨
     （１）ソフトテニス競技では相互審判が通例となっており、プレーヤー自身が
        審判委員としての実力を持つ必要がある。
     （２）ソフトテニスの正常な運営を図るため、監督・コーチ・プレーヤーは競
        技規則の正しい理解を必要とする。

  ２．日  時  令和６年１２月２２日（日）１０：００～１５：００（受付９：３０～）

  ３．会  場  長門高等学校 多目的ホール １０：００～１２：００ 講習・筆記試験
               １２：００～１３：００（昼食休憩・移動）
ルネッサながと テニスコート １３：００～１５：００ 実技試験

  ４．講  師  日本ソフトテニス連盟１級審判員 藤田 映介

  ５．対  象  一般・高校生で２級公認審判員資格取得の希望者、及び更新希望者。
小・中学生でジュニア審判資格取得希望者。その他講習希望者。

  ６．受 講 料  ５００円（当日徴収）
          別に公認審判員資格認定をする場合、一般 3,300 円、高校生 2,300 円が必要。

更新の場合は 2,300 円。ジュニア審判は 1,300 円。ハンドブックは 1,000 円。
          （例：高校生の徴収する合計金額は３,８００円になります）

＊ジュニア審判マニュアル（ハンドブック）はありません。Web 版をご活用くだ
さい（日本ソフトテニス連盟 HP に掲載されています）

７．申 込 み  別紙、申込書に必要事項を記入し、１２月９日（月）までにメールで
お申込み下さい。（ハンドブック購入の有無も明記のこと）

     申 込 先  〒７５９－４１０１ 長門市東深川１６２１
            長門高等学校内  藤田 映介 宛
               ＴＥＬ ０８３７－２２－２９４４
                          ＦＡＸ ０８３８－２２－６３５９
                              e-mail   fujita.eisuke.nhs@nagato.ac.jp
  

８．そ の 他 （１）筆記用具をご持参ください。
         （２）実技の出来る用意をお願いします。（実技試験あり）
                  （３）認定・更新手続きを当日行う場合は、各申請料及び印鑑を持参して
                        ください。（後日の手続きも可能）
         （４）当日受付時の混雑を避けるため、受講料、申請書・申請料は各団体で

あらかじめ徴収し、まとめて提出していただくようお願いします。


